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実用新案権無効成立審決取消請求事件

（「空気の電子化装置」同一性及び進歩性該当事件）［上］（全２回）

－平成28年（行ケ）第10047号、平成28年10月31日判決言渡－

　甲１考案の認定を誤った結果、本件考案１と甲１考案１とは同一とし、又甲１考案及び甲２〜６記載
の周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案し得たものであるとした審決が取り消された事例で
ある。

第１　事案の骨組
１　特許庁での経過
（１）原告は、平成19年３月22日、名称を「空気の電子化装置」とする考案（本件考案）につき、実用



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年５月２日（火曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

新案登録出願をし（実願2007－2789号）、同年６月20日、設定登録（実用新案登録第3133388号）を受
けた（請求項の数２。本件実用新案登録）。

（２）被告は、平成26年４月28日、本件考案の請求項１及び２に係る考案について実用新案登録無効審
判を請求した（無効2014－400004号。）。

（３）特許庁は、平成28年１月15日、「実用新案登録第3133388号の請求項に係る考案についての実用新
案登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同月25日、原告に送達された。

２　本件考案の要旨
【請求項１】（本件考案１）
「 高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、その中心部に空
気を流し込むことで空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成
させることができる空気の電子化装置。」

【請求項２】（本件考案２）
「請求項１の構造において、電磁コイルから発生する熱を電磁コイルの筒（ボビン）に流れる空気によっ
て冷却するために、ボビンの材質を銅、アルミニウム、スズ、真鍮、亜鉛、チタンなどの熱伝導性がよく、
磁気を帯びない非磁性体金属で作った空気の電子化装置。」

３　審決の理由の要旨
（１） 本件考案１について

ア　考案（甲１考案）を、以下のように認定した。
「高電圧を流した針電極28から電子を発生させるイオン化室23の先端に『コイル18が巻かれたイ

オン回転室24』を設け、イオン化室23の中に酸素ガスを流し込むことで酸素分子を励起させること
によって『Ｏ２＋、Ｏ２（Ｗ）、Ｏ（１Ｄ）、Ｏ、Ｏ２（ｂ１Σｇ＋）、Ｏ−、Ｏ２（ａ１Δｇ）、Ｏ２−』
を生成させてオゾンを生成することができる酸素ガスのオゾン発生装置」

イ　本件考案１の新規性
（ア）一致点の認定

本件考案１と甲１考案とを対比して、一致点を以下の通り認定した。
「高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、その中

に酸素含有ガスを流し込むことで酸素含有ガス中の酸素分子を励起させることによって一重項
酸素などの活性酸素種を生成させることができる酸素含有ガスの電子化装置。」

（イ） 相違点の認定
本件考案１は、放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、「その中心部に」「空気」を流し込む

ことで「空気」中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成さ
せることができる「空気」の電子化装置であるのに対して、甲１考案は、イオン化室23の先端に

「コイル18が巻かれたイオン回転室24」を設け、イオン化室23の中に酸素ガスを流し込むことで
酸素分子を励起させることによって「Ｏ２＋、Ｏ２（Ｗ）、Ｏ（１Ｄ）、Ｏ、Ｏ２（ｂ１Σｇ＋）、Ｏ−、
Ｏ２（ａ１Δｇ）、Ｏ２−」を生成させてオゾンを生成することができる酸素ガスのオゾン発生装
置と認定した。

（ウ） 相違点の判断
前記（イ）の相違点は、実質的な相違点であるとはいえないとして、実用新案法３条１項３号

に該当し、実用新案登録を受けることができないと判断した。
ウ　本件考案１の進歩性
（ア） 相違点の判断

甲１考案の、「酸素ガス」を流し込むことで「酸素ガス」中の酸素分子を励起させることによっ
て一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる「酸素ガス」の電子化装置について、

「酸素ガス」を、これよりも酸素濃度が低い「空気」に代えたとき、「放電強度、回転電界強度


